
（株主名簿管理人使用欄）

株式会社SMBC信託銀行 TA098 2205

電話(連絡先)　　　　-　　　　-

氏　名

配 当 金 振 込 指 定 書 ［特別口座］
(□に✓印をつけてください)

□新規・□変更
特別口座管理機関　株式会社ＳＭＢＣ信託銀行 あて

この振込指定を株式会社証券保管振替機構を通じて会社
（株主名簿管理人）に取り次いでください。

年　　　 月 　　　日

会社名

住
所
・
氏
名

住　所 〒 -

お届出印

ご希望の受領方法の□に✓印をつけてください。
（ご指定が無い場合、「個別銘柄指定方式」でのお手続きとさせていただきます。）

配
当
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［登録配当金受領口座方式］

□ 私名義のすべての振替株式等にかかる配当金は、登録配当金受領口座方式により
受領いたしますので、全額下記指定のとおりお振込みください。

□
［個別銘柄指定方式］

上記銘柄の私名義の配当金は、全額下記指定のとおりお振込みください。
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銀行・金庫
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本店・支店
出　張　所

金融機関番号 店 番 号 預 金 種 目 口 座 番 号

 1. 普通(総合口座)
 2. 当座
 9. その他

口
座
名
義
人

フリ
ガナ

-

(注)裏面のご案内を参照のうえ、ご記入、ご押印ください。

加　入　者
口座コード

0 0 3 0 0 6 0

会社番号 承認者印鑑照合担当者



【ご案内】

１．個別銘柄指定方式を選択される場合は、ご所有の銘柄ごとに１枚ずつご提出ください。

２．登録配当金受領口座方式を選択される場合は、株主様一名につき１枚ご提出ください。

３．ご提出の際には、必ず特別口座の口座管理機関へのお届出印をご押印ください。

４．すでに個別銘柄指定方式を選択されていて、その後、登録配当金受領口座方式を指定され

　　る場合は、先の個別銘柄指定方式は解除されたものとしてお取り扱いいたします。

５．すでに登録配当金受領口座方式を選択されていて、その後、個別銘柄指定方式に変更され

　　る場合は、同時に登録配当金受領口座方式の取消依頼書（配当金振込指定取消依頼書）を

　　ご提出いただく必要がございます。

６．登録配当金受領口座方式または個別銘柄指定方式を選択されていて、振込口座を変更され

　　る場合は、新たに配当金振込指定書をご提出ください。この場合は、表面の変更の□に✓

　　印をお付けください。

７．この配当金振込指定書が配当金の基準日までに特別口座管理機関に到着しない場合は、ご

　　指定の方法による配当金のお支払いが、次回の配当金からとなることもあります。

この配当金振込指定書は特別口座専用です。
証券会社等に口座をお持ちの株主様はお取引の口座管理機関（証券会社等）でお手続
き
ください。


